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序     文 
 

タイ国では世界的な感染拡大に先駆けて、1990年代にHIV感染が急速に拡大した。感染拡大に

伴い、タイ政府は日本を含む他国政府や国際援助機関からの支援を受けながら、エイズ対策を強

化してきた。その結果、タイは現在では感染拡大の減少に成功した数少ない国として広く認知さ

れている。 
一方、周辺のカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム（CLMV）ではタイに比べてHIVの

感染拡大は遅く、エイズ対策も遅れている。各国政府はエイズを国家の社会経済開発上の脅威と

して受け止め、国際支援を活用しながらエイズ対策を強化している。しかし、これらの国々では、

急速に増加しているエイズ対策事業を効果的に行う人材が十分であるとはいえず、地域での活動

を担う人材の能力向上が必要になっている。また、タイと周辺国間では国境を越えた人の移動が

盛んなため、HIV感染率の高い国（タイ、カンボジア、ミャンマー）から中程度の国（ベトナム）、

低い国（ラオス）への感染拡大が危惧されており、各国の協力による対策が急務である。 
このような背景の下、地域協力推進会議（JARCOM）を通じたCLMV各国からの要請を受けて、

タイ政府は、タイのエイズ対策の知見やリソースを活用し、周辺４カ国（カンボジア、ラオス、

ミャンマー、ベトナム）のエイズ対策分野での人材養成を支援するセンターとしてマヒドン大学

アセアン保健開発研究所（AIHD）を拠点として整備する協力について、日本政府に要請した。 
これを受け、JICAは、2003年８月から事前調査を実施し、それ以降、タイ政府とのプロジェク

ト実施に係る協議を行ってきた。その結果、討議議事録（R/D）などの必要な文書の署名を取り

交わし、「HIV/AIDS地域協力センタープロジェクト」を2005年から３年間にわたって実施するこ

ととなった。 
本報告書は、同プロジェクト関連調査・協議の結果をとりまとめたものである。ここに本調査

にあたりご協力いただいた関係各位に対し深甚なる謝意を表するとともに、引き続き一層のご協

力をお願いする次第である。 
 

平成18年６月 
 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部長 末森 満 
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略 語 英 語 日本語 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome エイズ（後天性免疫不全症候群） 

AIHD ASEAN Institute for Health Development マヒドン大学アセアン保健開発研究所 

ART anti-retroviral therapy 抗レトロウイルス療法（あるいはエイズ

治療） 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 東南アジア諸国連合 

DTEC Department of Technical and Economic 
Cooperation 

（タイ外務省）技術経済協力局 

GFATM Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria 

世界エイズ・結核・マラリア対策基金 

HIV Human Immunodeficiency Virus ヒト免疫不全ウイルス 

ICC International Consultative Committee 国際調整委員会 

JARCOM JICA-ASEAN Regional Cooperation 
Meeting 

JICA-ASEAN地域協力推進会議 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

MOPH Ministry of Public Health, Thailand タイ国保健省 

NGO Non Governmental Organization 非政府組織 

PCM Project Cycle Management プロジェクト・サイクル・マネジメント

PDM Project Design Matrix プロジェクト･デザイン･マトリックス 

PHC Primary Health Care プライマリ・ヘルスケア 

PO Plan of Operation 活動計画 

RCC HIV/AIDS Regional Coordination Center HIV/AIDS地域協力センター 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

TICA Thai International Development 
Cooperation Agency 

タイ国際開発協力機構 

TOT Training of Trainers 研修講師のための研修 

UNAIDS Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS 

国連エイズ合同計画 

UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 

USAID U.S.Agency for International Development 米国国際開発庁 

WHO World Health Organization 世界保健機関 
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第１章 事前評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 
タイでは世界的な感染拡大に先駆けて、1990年代にHIV感染が急速に拡大した。感染拡大に伴

い、タイ政府は援助機関の支援を受けながらエイズ対策を強化してきた。日本政府は、タイ政府

のエイズ対策を支援するため、保健省パヤオ県保健局を実施機関として「エイズ予防・地域ケア

ネットワークプロジェクト（98-03年）」、国立衛生研究所を実施機関としてエイズに関する試験分

析研究体制と公衆衛生活動の強化支援を目的とした「エイズ予防対策プロジェクト（93-96年）」

と「国立衛生研究所機能向上プロジェクト（99-04年）」を実施した。こうしたタイ政府と国内外

の援助機関による取組みの結果、タイは現在では感染拡大の減少に成功した数少ない国として広

く認識されている。 
一方、タイ周辺のカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムではタイに比べてHIVの感染拡

大は遅く、エイズ対策も遅れている。エイズ問題の深刻さは国によって異なるが、各国政府はエ

イズを国家の社会経済開発上の脅威として受け止め、国際支援を活用しながらエイズ対策を強化

している。しかし、これらの国々では、急速に増加しているエイズ対策を効果的に行う人材が十

分であるとはいえず、地域での活動を担う人材の育成が必要になっている。 
また、タイと周辺国間では国境を越えた人の移動が盛んなため、HIV感染率の高い国（タイ、

カンボジア、ミャンマー）から中程度の国（ベトナム）、低い国（ラオス）への感染拡大が危惧さ

れており、各国の協力による対策が急務である。 
こうした状況の下、JICA-ASEAN地域協力推進会議（JARCOM）1で合意された地域協力のメカ

ニズムにより、2003年に開催されたJARCOMで、タイ周辺国からタイに対してエイズ対策での技

術協力が要請された。要請に基づき、日本政府・タイ政府により、カンボジア、ラオス、ミャン

マー、ベトナムでのエイズ対策を支援する地域協力プロジェクト形成のための合同調査が実施さ

れた。調査結果に基づき、タイ政府は2003年12月に、マヒドン大学アセアン保健開発研究所

（ASEAN Institute for Health Development：AIHD）を実施機関として、周辺４カ国におけるエイズ

対策分野での人材育成を支援する技術協力プロジェクト「HIV/AIDS地域協力センタープロジェク

ト〔RCC（Regional Coordination Center）プロジェクト〕」の実施を日本政府に要請した。 
本プロジェクトの実施に関する日本政府の案件採択を経て、 JICAは２名の長期専門家

（HIV/AIDS地域協力、研修監理・業務調整）を派遣し、計画内容策定に向けて情報収集・分析を

進めてきた。 
現地ベースでの情報収集・協議に参加するため、また世界エイズ・結核・マラリア対策基金

（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria：GFATM）を活用したエイズ対策プログラム

が実施される予定であるベトナムでのRCC（HIV／AIDS Regional Coordination Center）プロジェク

トの内容について具体的に協議するため、JICA本部から第一次事前調査団を派遣し、更なる現地

での協議を経て、第二次事前調査団を派遣し、PCMワークショップと周辺国各機関との協議を通

じてプロジェクトの協力の枠組み、内容に関する合意を形成した。 
 

                                                        
1 JICA-ASEAN地域協力推進会議（JARCOM）：JICA－ASEAN Regional Cooperation Meetingの略。上位目標をアセアン域

内の格差是正におき、JICA事業を用いてアセアン地域における地域協力を効果的に推進するために開催されている年次会合。 
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１－１－１ 第一次事前調査の目的 
（１）タイにおける調査 

１）RCCプロジェクトのコンセプト、運営体制に関する、AIHD、タイ政府関係者及び

JICAタイ事務所の認識の確認 
２）AIHD、JICAタイ事務所との協議を通じたRCCの方向性の合意形成 
３）運営の仕組み構築のための情報収集、協議、検討課題の明確化 
４）ベトナム現地調査に向けた協議・情報収集 
 

（２）ベトナムにおける調査（報告は付属資料５参照） 

１）GFATMを中心とするエイズ対策プログラム概要把握〔WHO、USAID（米国国際開発

庁）、世界銀行のプログラム等を含む〕 

２）RCCへのニーズの把握 
３）投入計画案、暫定実施計画の作成 

 
１－１－２ 第二次事前調査の目的 
（１）PCMワークショップの実施を通じたPDMの作成 
（２）周辺国を含めた各機関との協議結果を踏まえたプロジェクトの協力の枠組み、内容に

関する合意の形成 
（３）プロジェクト・ドキュメント案の作成 
（４）５項目による事前評価、及び結果の事前評価表へのとりまとめ 

 
１－２ 調査団の構成 
（１）第一次事前調査 

 氏 名 所 属 派遣期間 

協力計画 牧本 小枝 
JICA人間開発部感染症対策チーム職

員 
８／15～８／26 
（ベトナム・タイ）

エイズ対策 中谷 香 
JICA人間開発部感染症対策チームジ

ュニア専門員 
８／15～８／26 
（ベトナム・タイ）

 
ベトナム調査にタイより以下の団員が参加。 

 氏 名 所 属 派遣期間 

団 長 沢崎 康 
JICA 専門家（タイHIV/AIDS地域協

力） 
８／15～８／21 
（ベトナム） 

副団長 
Dr. Jumroom 
Mikhanorn 

Project Manager, RCC（AIHD, Mahidol 
Univ.） 

８／15～８／21 
（ベトナム） 

人材育成 
Asst. Prof. Somsak 
Wongsawass 

Project Officer, RCC（AIHD, Mahidol 
Univ.） 

８／15～８／21 
（ベトナム） 

研修管理 竹野 伸治 JICA 専門家（業務調整・研修管理） 
８／15～８／21 
（ベトナム） 
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広域協力 岩井 淳武 JICAタイ事務所員 
８／20～８／21 
（ベトナム） 

協力計画 田村 えり子 JICAタイ事務所員 
８／16～８／21 
（ベトナム） 

 
（２）第二次事前調査 

 氏 名 所 属 派遣期間 

団 長 佐藤 幹治 JICAタイ事務所長 11／14～12／21 

評価分析 岩城 岳夫 IC-Net 11／14～12／21 

 
１－３ 調査日程 
（１）第一次事前調査（2004年８月15～26日） 

 月日 曜日 調査内容 

１ ８月15日 日  日本、タイからベトナムへ移動 
17：00 チーム打合せ 

２ ８月16日 月 ９：30 ハノイ医科大学インタビュー 
11：30 チーム打合せ 
13：00 WHOベトナムオフィス意見交換 
15：00 JICAベトナム事務所打合せ 
16：30 在ベトナム日本大使館打合せ 
 田村団員合流 

３ ８月17日 火 ９：00 チーム打合せ 
14：00 ベトナム赤十字インタビュー 
15：30 UNDPインタビュー 

４ ８月18日 水 
 

９：00 ハノイ医科大学 
11：00 チーム打合せ 
16：00 CDCインタビュー 

５ ８月19日 木  岩井団員合流 
10：00 保健省国際協力局表敬・協議 
15：00 ベトナム女性連合インタビュー 

６ ８月20日 金 10：00 保健省予防医療・エイズ対策局協議 
 岩井団員帰国 
12：00 USAIDインタビュー 
14：00 ハノイ医科大学協議 
16：30 世界銀行インタビュー 

７ ８月21日 土  タイ（バンコク）へ移動、資料整理 

８ ８月22日 日  資料整理 

９ ８月23日 月 ９：00 日本人専門家との打合せ 
13：00 DTEC（現TICA）への報告 

10 ８月24日 火 ９：00 AIHDとの協議 
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11：00 JICAタイ事務所との協議 

11 ８月25日 水 ９：00 AIHDとの協議 
14：00 JICAタイ事務所報告 
 バンコク発 

12 ８月26日 木  東京着  

 
（２）第二次事前調査（2004年11月14日～12月21日） 

 月日 曜日 調査内容 

1 11月14日 日 東京→バンコク 

2-8 11月15日 
～21日 

月～日 タイ国関係者への情報収集、PCMワークショップ準備 

9-11 11月22日 
～24日 

月～水 PCMワークショップ 

12-13 11月25日 
～26日 

木～金 PCMワークショップ結果取りまとめ 

14-19 11月27日 
～12月２日 

土～木 PDM、PO作成のための情報収集、協議 

20 12月３日 金 PDM、PO案協議 

21-37 12月４日 
～20日 

土～月 プロジェクト・ドキュメント案作成、関係者との協議 

38 12月20日 月 JICAタイ事務所報告 

39 12月21日 火 バンコク→東京 

 
１－４ 主要面談者 
＜タイ関係者＞ 
（１）マヒドン大学アセアン保健開発研究所（ASEAN Institute for Health Development：AIHD） 

Dr. Boonyong Keiwkarnka 所 長 
Dr. Sirikul Isaranurug 副所長 
Dr. Jumroom Mikhanorn RCCセンター長 
Asst. Prof. Somsak Wongsawass 職 員 
Mr. Somchai Viripiromgool 職 員 

 
（２）タイ国際開発協力機構（Thai International Development Cooperation Agency：TICA） 

Ms. Panorsri Kaewlai 
Mr. Voravud Tomon 

 
（３）タイ保健省伝染病管理局エイズ課 

Dr. Petchsri Sirinirund 
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（４）Thailand MOPH – US CDC Collaboration（TUC） 
Dr. Michael O’Reilly 
Ms Martha Scherzer 
Ms Thananda Naiwatanakul 

 
（５）JICA日本人専門家 

沢崎 康 長期専門家（タイHIV/AIDS地域協力） 
竹野 伸治 長期専門家（業務調整・研修管理） 
小島 荘明 アジア国際寄生虫対策プロジェクト 
 （チーフ・アドバイザー） 
碓井 哲郎 アジア国際寄生虫対策プロジェクト（業務調整） 
二宮 晧家 アジア太平洋障害者センタープロジェクト 

 （チーフ・アドバイザー） 
 

＜ベトナム関係者＞ 
（１）Ministry of Health（International Cooperation Department） 

Dr. Tran Thi Giang Huong Deputy Director General 
Mr. Ngo Manh Hung Program Officer 
Dr. Ngyen Quang Hai Deputy Chief, Division of HIV/AIDS Control 
Dr. Pham Duc Manh Program Officer, Division of HIV/AIDS Control 

 
（２）Ministry of Health（AIDS Division / CPMU of Global Fund Project） 

Mr. Nguyen Ran Kinh Vice Director 
Mr. Nguyen Ba Lap Project Countant（Chief） 
Mr. Hoang Dinh Canh Project Expert 
Ms. Nguyen Lan Anh Project Assistant 
Ms. Nguyen Thu Anh Project Secretary 

 
（３）Hanoi Medical University 

Dr. Nguyen Tran Hien Director, Center for HIV/AIDS Research and Training 
Dr. Nguyen Thanh Hang International Relations Officer 
Dr. Dao Thi Minh An HIV/AIDS Researcher 
Dr. Nguyen Thu Anh HIV/AIDS Researcher 

 
（４）Vietnam Red Cross 

Ms. Tran Thu Thuy Director, Health Department 
Dr. Trinh Bang Hop Director, International Relations and Developmen
 Department 
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（５）米国疾病予防管理センター（Center for Disease Control, and Prevention：CDC, Atlanta） 
Dr. Mary L. Kamb Director 
Dr. Trinh Thanh Thuy Chief, HIV/AIDS Care and Treatment Section 
Mr. Tran Tien Dat Medical Research Technologist（Coordinator） 
Ms. Le Ngoe Yen Special Project Coordinator 

 
（６）ベトナム女性連合（Vietnam Women’s Union） 

Dr. Nguyen Thi Hoa Bin Vice Head, International Cooperation Department 
Ms. Tranh Thi Hoa Deputy Head, International Cooperation Department 

 
（７）WHO Vietnam 

Dr. Dominique Ricard Medical Officer 
 

（８）国連開発計画（United Nations Development Program：UNDP） 
Ms. Nguyen Phuong Mai Program Officer 
  

（９）世界銀行（World Bank） 
Ms. Nguyen Thi Mai Sr. Operations Officer, Health, Population & Nutrition 

 
（10）在ベトナム日本大使館 

菊森 義人 一等書記官 
滝川 卓也 二等書記官 

 
（11）JICAベトナム事務所 

井崎 宏 次 長 
林 由紀 所 員 

 
（12）JICA専門家 

小原 博 保健省アドバイザー 
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第２章 プロジェクトの実施理由と解決されるべき課題 
 
２－１ プロジェクトの実施理由 

２－１－１ カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイの社会経済状況 
カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイは東南アジアに位置し国境を接している

が、各国の社会経済状況は地理的条件、天然資源、歴史、政治経済体制などに起因する様々な

要因により大きく異なる。下記の表２－１に見られるように、５カ国の中ではタイが経済面、

保健開発面で進んでいるといえる。問題の深刻さは各国で異なるが、エイズ問題はすべての国

で社会経済開発上の脅威として認識され、各国政府は国家戦略の中でエイズ対策に高い優先順

位をおいている。 
 

 表２－１ カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイの基礎統計 

 カンボジア ラオス ミャンマー ベトナム タイ

人口（百万人：2002年） 13.8 5.5 48.9 80.3 62.2

1人当たり国内総生産（米ドル：2002年） 321 304 n.a. 436 2,060

１日1ドル以下で生活している人口の割

合（％：1990～2002年） 
34.1 26.3 n.a. 17.7 ＜2

出生時平均寿命（2000～2005年） 57.4 54.5 57.3 69.2 69.3

乳幼児死亡率（／出生1,000：2002年） 96 87 77 30 24

人間開発報告書（2004年）：国連開発計画 

 
これら５カ国に中国雲南省を加えた地域は、メコン川流域地域と国際的に呼ばれている。こ

の地域では域内貿易が拡大し、人口移動も今後も増加し続けると考えられている。 
タイ政府は外務省内のタイ国際開発協力機構（TICA）を通じて、タイ国際協力プログラム

（TICP）を実施し、特に周辺国への支援を推進している。タイ政府は、2002年度タイ会計年度

中に、タイ国際協力プログラムを通じて奨学金と研修プログラムを中心に約１億1,800万タ

イ・バーツ（３億5,400万円）を拠出しており、総額のうち、カンボジア、ラオス、ミャンマ

ー、ベトナム（以下、「CLMV」と記す）への拠出額が約7,600万タイ・バーツを占めている2。 
これに示されるように、タイが主導してCLMVに対し、社会経済的に今後のエイズ予防策を

指導していくことが求められる。 
 

２－１－２ カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイのエイズ分野の概略 
下記の表２－２に見られるように、15歳から49歳の人口のHIV感染率はカンボジア（2.6％）、

ミャンマー（1.2％）、タイ（1.5％）で高い。ベトナムは感染率0.4％で中程度に感染率の高い国

に分類され、ラオスは感染率0.1％で感染率の低い国とみなされている。   
 
 

                                                        
2 出典：Thailand International Cooperation Program 2002, Department of Technical Cooperation, Ministry of Foreign Affairs 
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表２－２ カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイのHIV感染状況（2003年末） 

 成人HIV感染者数（15-49歳） 成人に占めるHIV感染者の割合

カンボジア  170,000 2.6％ 

ラオス    1,700 0.1％ 

ミャンマー   330,000 1.2％ 

ベトナム   220,000 0.4％ 

タイ   570,000 1.5％ 

南・東南アジア  6,500,000 0.6％ 

世界全体 37,800,000 1.1％ 
出典：AIDS in Asia: Face the Facts（Monitoring AIDS Pandemic：MAP） 

 
各国のエイズの状況は以下に要約される。 
 

（１）カンボジア 
カンボジアでは政府機関や援助機関により、エイズによる内戦後の復興への影響を最小

限に抑えるための積極的な対応が見られる。国連エイズ合同計画によれば、カンボジアは

引き続きアジア・太平洋地域で最もHIV感染率の高い国だが、性産業に従事している女性

の間の感染率は1998年の42.6％から2002年には28.8％に急速に減少した。現在の主な感染

経路は、感染した男性から妻やパートナーへの感染となっている。 
 

（２）ラオス 
ラオスでは成人HIV感染率は0.1％と引き続き低い水準にあるが、将来の感染拡大につな

がる多くの要因を抱えている。こうした要因には、①感染率の高い国と国境を接している

こと、②国内外での人口移動の増加、③女性の性感染症の感染率が高いこと、④国民や感

染リスクの高いグループの間でのエイズに関する意識が低いこと、などが含まれる。 
 

（３）ミャンマー 
ミャンマーの成人HIV感染率は1.2％で、カンボジア、タイと同様に感染率の高い国とみ

なされている。ミャンマーの感染率が高くなっている要因には、HIV感染の高い国々と国

境を接していることや、政治的、経済的理由によりこれらの隣接国への人口移動が増加し

ていることが含まれる。国連エイズ合同計画は国別報告書の中で、政府や援助機関による

適切な対策が講じられなければ、ミャンマーがアジアの中で最もHIV感染の深刻な国にな

る可能性があると警鐘を鳴らしている。 
 

（４）ベトナム 
ベトナムの成人HIV感染率は0.4％で中程度に感染が拡大している国とみなされている。

現在の感染者の多くは静脈薬物注射常用者だが、最近では性行為による感染が増加してい

る。ベトナムはHIV感染の拡大期にあり、政府はHIVの感染予防対策を強化している。 
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（５）タ イ 
タイは周辺国に先駆けて1990年代前半に急激なHIVの感染拡大に直面した。しかし、革

新的な対策戦略の導入により、現在では感染拡大の減少に成功した数少ない国として広く

認識されている。以下の統計から1991～2003年の間にタイでのHIV感染拡大が急減したこ

とがわかる。 
・年度ごとの新規感染者数： 142,819（1991） → 21,260（2003） 
・妊婦間の感染率： 2.35％（1995） → 1.18％（2003） 
・兵役に入る若者の間の感染率： 4％（1993） →  0.5％（2003） 
タイのエイズ対策の成功には、主に以下の要因が考えられる。 
１）包括的な感染の監視システムの開発 
２）セクター間の協力による対策プログラムの導入 
３）実用的な政策の実施（例、100％コンドーム・プログラム） 
４）地域、宗教指導者、NGO、マスメディア、などによるエイズ対策への高い貢献 
国連エイズ合同計画により報告された、タイのエイズ対策の業績を以下の囲み１に記す。

タイのエイズ対策は世界的な成功例として評価されているが、成人HIV感染率は依然とし

て1.5％と高い水準にあり、これまでの成功を裏づけるために、今度も対策が継続されるべ

きである。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

２－１－３ 各国のエイズ対策 
地域レベルでは、1992年に開催された第４回アセアン・サミットで初めてエイズの脅威につ

いて言及された。その結果、エイズに関するアセアン・タスクフォースが設立され、地域プロ

グラムが形成された。現在では以下の点に重点を置いた「エイズに関する第2次アセアン・ワ

ークプログラム（AWPII）（2002-2005）」が実施されている。 
①HIV感染状況の監視 
②予防プログラム 

囲み１ タイにおけるエイズ対策の業績 
 

・タイの年度ごとの新規感染者数は、1991年の14万2,819人から2003年には2万1,260人に急激

に減少した。 
・早い時期に複数の省庁、NGO、マスメディア、地域、民間セクター、警察など広いセクター

を巻きこみ、主に性産業を通じての感染リスクを下げる対策をとったことが、感染率増加の

抑制につながった。 
・感染が拡大していた1990年代前半に国家エイズ対策委員会（National AIDS Prevention and 

Control Committee ：NAPCC）が首相府に設立され、国家経済社会開発局の省庁の垣根を越

える包括的な計画に基づき、首相自らが議長となり各省庁の参加を確実なものとした。 
・エイズ対策の予算が1996年に8,995万ドルに達しており、91.2％がタイ政府により賄われてい

た（人口１人当たり1.32ドルの負担）。 
・特に、①売春宿の利用の減少、②コンドーム使用、③抗生物質の導入など、性行為を通じた

感染の予防強化、の３つの要因がHIVの性行為を通じた感染の減少につながった。 
 （出典：UNAIDS at Country Level – Progress Report, 国連エイズ合同計画2004） 
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③治療薬、試薬、コンドームへのアクセス 
④治療、ケア、支援、カウンセリング 
⑤法律や規制や含むエイズに対する環境作り 
⑥ジェンダー配慮と横断的なテーマや戦略を支援するための能力向上 
 
カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイのエイズに対する国家戦略を以下に要約

する。 
 

（１）カンボジア 
エイズに対する各セクターの協力による対応を推進するために1999年に国家エイズ局

が設立され、16の省庁がメンバーになっている。現在、「エイズに対するマルチセクター

による包括的対応のための国家戦略計画（2001-2005年）」が以下の点に重点を置いて実施

されている。 
１）HIV感染予防とエイズ対策のための個人、家族、地域のエンパワーメント 
２）法的手段と政策の強化 
３）エイズに関する活動の調整、モニタリング、実施能力向上のための運営構造、プロセ

ス、メカニズムの強化と国内外の関係機関との連携強化 
４）効果が証明された予防手段の強化・拡大と新たなパイロット活動の実施 
５）効果が証明された感染者のケアと支援のための活動の強化・拡大と新たなパイロッ

ト活動の実施 
６）国家レベルでのモニタリング、評価、研究能力強化 
７）適当な人的能力と財源確保のための、あらゆるレベルでのリソースの活用 

 
（２）ラオス 

HIV感染拡大に対応するために1998年に国家エイズ対策委員会が保健省に設立された。

1997年に実施された調査結果により、HIVの感染拡大予防は「国家貧困撲滅戦略

（2001-2010）」における国家開発目的の１つとされている。2002年には国家エイズ対策委

員会の実施機関である国家エイズ対策委員会事務局により「エイズ・性感染症に関する国

家戦略計画（2002-2005）」が作成された。計画では感染拡大予防と啓蒙活動に重点を置い

ており、以下の５つの優先分野が定められている。 
１）エイズ／性感染症の状況の監視 
２）性感染症の予防と治療 
３）性産業に従事する女性のHIV感染予防 
４）移動人口グループ間のHIV感染予防 
５）若者の間でのHIV感染予防（就学者と非就学者） 
 

（３）ミャンマー 
ミャンマーでは数十年にわたる政治的問題により、資源の少なさがエイズ対策上の大き

な障害になっている。2002年には国連テーマ・グループと国連エイズ合同計画の呼びかけ

により、保健省、国連機関、国際NGOなどにより「ミャンマー・エイズのための合同プロ
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グラム（2003-2005）」がエイズに対するプラットフォームとして策定された。プログラム

では３年間のプログラム期間中に、以下の５つの重点課題への対策を通じて、HIVの感染

拡大予防と感染者のケアの能力向上を目指している。 
１）性行為を通じたHIV感染の予防 
２）薬物使用を通じたHIV感染の予防 
３）人々の啓発 
４）感染者に対するケア、治療、支援 
５）活動実施の環境整備 

プログラムを支援するための「ミャンマーにおけるエイズのための基金（FHAM）」が設

立され、様々な援助機関からの支援を受けている。 
 

（４）ベトナム 
ベトナム政府は2004年3月に、国民全体のHIV感染率を0.3％以下に抑えることを目的と

したエイズに対する国家戦略、「2011年までのHIV感染拡大に関する国家戦略」を打ち出し

た。戦略では、エイズに対するセクターを越えた対策と社会全体の動員の推進を打ち出し

ている。目的達成のために、以下の6つの具体的な目標が設定されている。 
１）国全体でのHIV感染拡大予防対策の組織化 
２）国民のHIV感染予防知識水準の向上 
３）HIV感染リスクの高いグループから一般国民への感染予防 
４）HIV感染者に適当なケアと治療の提供 
５）HIV感染予防のための運営、モニタリング、サーベイランス、評価システムの開発 
６）医療サービスを通じたHIVの感染予防 

 
（５）タ イ 

タイでは、個人、家族、地域で形成される強く健全な社会によってエイズに関する問題

を予防し、問題を撲滅するというビジョンの下、「エイズの感染拡大予防と撲滅のための

国家計画（2002-2006）」が実施されている。計画では、以下の５つの戦略があげられてい

る。 
１）エイズに関連する問題の予防と撲滅のための個人、家族、地域、その他の広範な社会

環境の潜在能力の開発 
２）エイズに関連する問題の予防と撲滅のための保健・社会福祉サービスの充実 
３）エイズに関連する問題の予防と撲滅のための知識の向上と研究の推進 
４）エイズに関連する問題の予防と撲滅のための国際協力の推進 
５）エイズに関連する問題の予防と撲滅のための活動を統合するための集約的な運営体制

の発展 
 

２－１－４ 他ドナー、援助団体の活動 
地域でのHIV感染拡大により、国連機関、二国間・多国間援助機関、国際NGOなど、様々な

援助機関がカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムでのエイズ対策プログラムを支援して

いる。最近では、特に「世界エイズ・結核・マラリア基金（GFATM）」が地域でのエイズ対策
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プログラムを資金面で支援する重要な枠組みになっている。GFATMの概略とカンボジア、ラオ

ス、ミャンマー、ベトナムへの支援金額を以下の囲み２に記す。エイズ対策プログラムへの支

援傾向として、「３by５イニシアティブ」3や米国「大統領エイズ救済緊急計画（PEPFAR）4」な

どの提唱により、抗レトロウイルス療法（anti-retroviral therapy：ART）に対する支援がこれら

の国々を含む世界全体で急激に増加している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムは地理的に近いが、国際援助機関の各国のエイ

ズ対策への対応は、HIV感染率、政治状況など様々な要因により格差がある。カンボジアとベ

トナムではHIV感染率が隣国のラオスに比べて高く、より多くの国際支援を受けている。ミャ

ンマーは高いHIV感染率に直面しているが、国内の政治状況により国際機関からの支援は多く

はない。各国でのエイズ対策を支援している主な援助団体を次ページの表２－３にまとめる。 

                                                        
3 「３by５イニシアティブ」は世界保健機関と国連エイズ合同計画により提唱された目標値で、2005年末までに低･中所得

国の300万人のHIV感染者がARTを受けられることを目指している。 
4 「大統領エイズ救済緊急計画（PEPFAR）」は米国のエイズ対策支援プログラムで、エイズの影響が深刻な15カ国に対し

て感染拡大予防、感染者の治療、ケアのための資金提供と、2008年末までに200万人のHIV感染者にARTを提供することを

目標にしている。ベトナムがアジアで唯一対象国に選定されている。  

囲み２ 世界エイズ結核マラリア基金（GFATM） 

 

「世界エイズ・結核・マラリア基金（GFATM）」はエイズ、結核、マラリア対策の財源を増

やし、必要な地域に配分することを目的に設立された。基金は 2002 年に支援を開始し、最初

の拠出となる第１ラウンドで31カ国の40のプログラムに対して拠出された。2002年から2004

年までの第１ラウンドから第 4 ラウンド合計で 30 億ドルの拠出が承認されている。承認額の

うち 56％をエイズ対策プログラムが占め、地域別では 61％をアフリカ地域、23％をアジア･

中東･北アフリカ地域が占めている。カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムでのエイズ

対策支援額は以下のとおりである。 

             （米ドル) 

ラウンド  カンボジア ラオス ミャンマー ベトナム 

１ 拠出額 11,242,538 1,307,664 7,500,000 

２ 拠出額 5,370,564  

３ 承認額 19,221,525  

４ 承認額 8,794,984 3,014,946  

 合計 25,408,086 4,322,610 19,221,525 7,500,000 

出典:www.theglobalfund.org/en/ 
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表２－３ カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムにおけるエイズ対策プログラムの 
主な支援団体* 
国連機関 UNAIDS, UNDP, UNODC, UNFPA, UNICEF, UNESCO, UNV, WHO 

二国間・多国

間援助機関 
ADB, AusAID, CIDA, DFID, GFATM, GTZ, USAID, World Bank 

 
 
カンボジア 

 
国際NGO 

Save the Children-UK, Save the Children-Australia,  
Maryknoll Sisters, Family Health International,  
International HIV/AIDS Alliance, IWDA, EJAF, 
Population Services International, Options’UK, BBC WST     

国連機関 UNAIDS, UNDCP, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNV, WHO 

二国間・多国

間援助機関 
AusAID, ADB, CIDA, DFID, EU, GFATM, GTZ, SIDA, USAID, 
NORAD  

 
 
ラオス 

 
国際NGO 

Lao/Australian Red Cross, Norwegian Church Aid, PATH Canada, 
CARE International, Ecoles Sans Frontieres,  
Family Health International, Handicap International,  
Mennonite Central Commit, Medecins Sans Frntiers,  
Burnet Institute, Population Services International,  
Save the Children, World Vision 

国連機関 UNAIDS, UNDP, UNODC, UNFPA, UNICEF, WFP, WHO 

二国間・多国

間援助機関 
AusAID, CIDA, DFID, EU, GFATM, NORAD, USAID 

 
 
ミャンマー 

 
国際NGO 

CARE, IPPF, Marie Stopes International, Myanmar Red Cross,  
Macfarlance Burnet Institute, Medecins du Monde,  
Medecins Sans Frntiers, Population Council, World Vision, 
Population Services International, Save the Children-UK,  
Save the Children-US, TEAR Australia, World Concern 

国連機関 UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNDCP, UVESCO, UNV, WHO 

二国間・多国

間援助機関 
ADB, AusAID, CDC, CIDA, DFID, GTZ, USAID, EU,  
FORD Foundation, GFATM, World Bank 

 
 
ベトナム 

 
国際NGO 

Abt Associate Inc., Academy for DE, Action AID,  
Australian Red Cross, BCCDC, CARE, CAPS, CIDSE,  
DKT International, Family Health International,  
IPPF/ VINAFPA, Marie Stopes International, MdM-Canada, 
MdM-Spain, MdM-France, PATH-Canada, PATH-USA, PDI,  
Plan International, Population Council, Save the Children-UK, Save the 
Children-US, WVF, WPF, World Vision   

* JICAは表には含まれていない。 
出典：A Research and Analysis of HIV/AIDS Responses by UN Organizations, Bilateral/ Multilateral Donor Agencies, and 

International NGOs in Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam, 2004、アセアン保健開発研究所、マヒドン大学 
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２－２ 解決されるべき課題 
２－２－１ エイズ対策における人材の育成の必要性 

カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムはHIVの世界的な感染拡大の中で異なった段階

にあるが、各国政府は感染拡大が国民の健康や社会経済に及ぼす影響について危機感を高めて

おり、長期戦略や開発計画の中で様々なエイズ対策を打ち出している。こうしたエイズの影響

を最小限に抑える各国の試みは、国際援助機関から支援されており、今後も続くと思われる。 
国際援助機関からの財源が利用できる一方、これら４カ国では計画されたエイズ対策プログ

ラムを効果的に実施する制度的、人的能力が十分とはいえない。多くのエイズ対策プログラム

は始まったばかりで、特に様々な対象グループの参加を必要とする活動を行う人材が不足して

おり、新たなエイズ対策プログラムの導入が、活動を適当に計画、実施、モニタリングする人

材養成のスピードを上回っている。そのため、エイズ対策に従事する保健行政職員や地域のリ

ーダーに対する研修プログラムを強化することが急務といえる。  
エイズに関する知識や技術のアップデートと普及を効果的に推進するために、研修講師のた

めの研修（Training of Trainers：TOT）が有効な手段の１つだと考えられる。また、プログラム

の計画、実施、モニタリング、評価を含むプログラム管理能力の向上は、政策決定者や管理者

が各プログラムの効果や効率を把握し、移り変わりの速いエイズ対策において、限られた財源、

人材を有効に活用するうえで重要だと考えられる。 
 

２－２－２ 地域協力の促進 
カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイでは多くの人口が国境を越えて移動して

おり、今後さらに増加することが予想される。したがって、HIV感染率の高い国々（カンボジ

ア、ミャンマー、タイ）から中程度の国（ベトナム）と低い国（ラオス）への感染拡大の予防

が、今後の地域でのエイズ対策の大きな課題であり、関係国を含む地域レベルでの取組みが急

務になっている。 
タイは過去の取組みから、周辺４カ国でのエイズ対策に必要な人材の育成に貢献する技術と

経験を備えているといえる。特に、地域レベルでの政府、民間、NGOなどによるセクター間の

協力により様々な対象グループの行動変容につながった感染拡大予防と感染者のケアの戦略

には、同じような状況に直面している周辺４カ国のエイズ対策に適応できる要素が多い。しか

し、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムでは多くのエイズ対策プログラムが実施され

ているが、地域内で対策に成功しているタイの経験やリソースを活用しようという動きは顕著

にはなっていない。 
タイ政府は他国、特に周辺国でのエイズ対策支援における役割を認識しており、国際援助機

関と協力しながらエイズ対策での開発協力を始めている。例えば、タイ政府は2002年度には国

連機関との協力で、複数の国々からの参加者を対象にしたエイズの感染拡大予防と感染者ケア

に関する研修コースを４回実施した。こうした試みは、より効果的な人材と財源の活用により、

地域でのエイズによる影響を緩和するために、さらに推進されるべきである。  
また、日本で、あるいは日本人専門家が中心となってこれらの国々に対する人材育成を行う

よりも、言語面、文化社会面での共通性の高いタイが中心となってCLMVに対する支援を行う

ほうが有効であると考えられ、また、費用対効果の観点からもタイによる地域協力とすること

が妥当と考えられる。 
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第３章 プロジェクトの基本計画（案） 
 

３－１ プロジェクトの概要 
３－１－１ プロジェクトの枠組み 

本事業は、下記の図３－１で説明されるように、実施機関であるAIHDの「HIV/AIDS地域協

力センター（RCC）を通して、タイ周辺国及びその他の国々でエイズ対策に携わる人材能力を

向上させ、HIV感染率の減少と感染者の生活の質の向上に貢献する」という長期戦略の一部と

位置づけられることが、第二次事前調査のワークショップで明らかにされた。この戦略の第１

段階として、本事業は、RCCが効果的に質の高い研修プログラム、情報、人材を周辺４カ国に

提供できる信頼性の高い組織として機能することを支援する。プロジェクトの枠組みは付属資

料２のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に記載されている。本事業によりRCC
の基盤が整備された後には、RCCは援助機関や周辺国政府から活動資金を獲得し、活動量を拡

大するとともに、他の地域への展開を図っていくことが期待できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－１ RCCの長期戦略 
 

３－１－２ プロジェクト対象国 
タイ周辺国を対象にした日本政府とタイ政府のパートナーシップ・プログラムの一環として、

本事業の裨益対象は、タイと周辺国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）とする。 
第二次事前調査のPCMワークショップでは、周辺４カ国内での研修の実施も本プロジェクト

の対象とすることを検討していたが、その後の関係機関との調整の結果、本プロジェクトはタ

第１段階： 

組織･制度の立ち上げ 

（プロジェクト実施

期間) 

・RCC の強化 

・タイでの周辺４カ国からの参加者を対象にした TOT 

・タイと周辺４カ国で実施される他のプログラムへの支援  

・ニーズに基づいた研修プログラムの開発 

・援助機関、周辺４カ国政府機関を含む関係団体とのネットワーク強化 

・周辺４カ国でのフォーカルポイント構築 

・エイズに関するデータベースの構築 

・広報活動の強化 

・援助機関や周辺国政府からの活動資金の獲得 

・タイと周辺国で TOT やその他の研修プログラムの実施 

・他の地域への活動の拡大 

タイ周辺国及び他の国々でのエイズ対策に関わる人材育成を通じた、 

・HIV 新規感染率の減少 

・HIV 感染者の生活の質の向上 

第２段階： 

活動の拡大 

RCC の目的 
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イ国からの要請に基づく二国間協力であることから、プロジェクトとしての事業はタイ国内で

の活動を主体とし、周辺４カ国内における活動はタイでのTOTのフォローアップや関係機関と

のネットワーク強化を除き直接的には行わないこととする。 
第２章に記述したとおり、エイズ問題がカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムにおけ

る社会経済開発上の脅威であること、広域として取り組む利点があることから、上記４カ国を

裨益対象国に選定することは妥当といえる。本事業では、RCCの長期的戦略に基づき、RCCの
実施能力が強化され、４カ国以外でのニーズも判明してきた場合には、他の国々に活動を広げ

ることも視野に入れている。 
 

３－１－３ プロジェクト対象者 
本事業の直接的な受益者は、RCCの活動に関わる実施機関（AIHD）職員と周辺４カ国でのエ

イズ対策プログラムの従事者である。特に、エイズ対策プログラムに従事する研修講師の能力

向上に焦点が当てられる。研修講師の能力向上により、知識や技術が末端に広がり、地域での

エイズ対策プログラム従事者にも便益が及ぶことが期待される。対象者数としては、プロジェ

クトの活動に関わるAIHD職員は約15名、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムからタイ

国内で実施されるTOT研修に参加する研修講師は約280名と想定される。 
 

３－１－４ プロジェクトのアプローチ 
本事業には有効性、効率性、自立発展性向上のために、以下の６つのアプローチがある。 

①長期戦略の中でのRCCの強化 
②AIHDの一部としてのRCCの強化 
③タイでのエイズ対策の経験やリソースの有効活用 
④各国のニーズに基づいたサービスの提供 
⑤タイと周辺４カ国の関係機関やプロジェクトとのネットワークの強化 
⑥国際的に高く認知されている実施機関のもとで活動する利点の活用 

  
（１）長期戦略の中でのRCCの強化 

図３－１に見られるように、本事業ではRCCの長期戦略の第一段階として、実施機関の

他の部署との連携によりRCCの運営体制を構築し、エイズ対策の地域協力センターとして

機能するように強化する。長期的な視点に基づき、プロジェクト期間中から、関係機関と

のネットワーク強化広報活動を通じて、国際援助機関や政府機関などの外部資金で活動を

実施することを推進する。 
 

（２）実施機関の一部としてのRCCの発展 
RCCは実施機関であるAIHDの一部として強化されるため、プロジェクト業務は、事業開

始当初から実施機関全体の制度や方針に沿って行われる。同時に、事業終了後の事業効果

を確保するために、プロジェクトの各活動を実施機関の職員が担当する。本事業は、実施

機関の人材育成計画と連携しながら、RCCの活動に関与する実施機関職員の能力向上にも

寄与する。 
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（３）タイでのエイズ対策の経験やリソースの有効活用 
本事業は活動を効果的・効率的にデザインし、実施するために、タイで過去20年間に実

施された多くのエイズ対策から得られる豊富な経験とリソースを最大限活用する。十分な

資格と経験を備えたタイ人専門家を動員することにより、人材の拠点を構築し、アドバイ

ザーや講師として有効活用することを推進する。現在タイで実施されているエイズ対策や

過去に実施されたプログラムの情報を集約し、プロジェクトによって開発される様々なメ

ディアを通じて発信する。 
 

（４）ニーズに基づいたサービスの提供 
各国でのHIV感染状況、今後の傾向、エイズ対策のニーズなどは様々だが、プロジェク

トの有効性を確保するうえで、状況を定期的にモニターし、ニーズを見直す適当なメカニ

ズムを構築することが必要である。したがって、本事業では、各国のニーズを認識し迅速

に活動に反映させるメカニズム作りを推進する。このアプローチを推進するために、RCC
の研修受講者とAIHDの卒業生を各国でのフォーカルポイントとして活用するように努め

る。 
 

（５）タイと周辺４カ国の関係機関やプロジェクトとのネットワークの強化 
地域でのHIVの感染拡大により、様々な援助機関と各政府により多くのエイズ対策が実

施されている。本事業では、これらの機関と効果的に連携することにより、エイズ対策分

野の人材育成における相乗効果の創出を推進する。特に、GFATMとエイズに関連したJICA
の二国間技術協力プロジェクト5との連携と協力を推進する。また、本事業では、日本人専

門家を含むプロジェクトスタッフや実施機関職員が援助機関の会合に積極的に参加し、

RCCが地域内外で広く認知された協力センターとなるように活動に関する情報を発信する。

プロジェクトを円滑に進めるために、RCCは、重要な協力機関であるTICAとタイ国保健省

（Ministry of Public Health, Thailand：MOPH）との強固な関係の構築と維持に十分配慮する。  
 

（６）国際的に高く認知されている実施機関のもとで活動する利点の活用 
本事業では、エイズ対策分野で活動する関係機関やエイズ対策プログラムと連携しなが

ら効果的・補完的にサービスを提供するために、RCCがAIHDの一部として設立されること

を最大限利用する。エイズ対策における地域に基づいた活動の必要性は広く認識されてお

り、実施機関がこれまでに培ってきたプライマリ・ヘルスケア（PHC）分野での豊富な研

修経験を本事業の活動に活かす。本事業ではRCCの研修受講者とAIHDのの卒業生ネットワ

ークを活用し、周辺４カ国におけるフォーカルポイントとして、各国の情報収集やプロジ

ェクト活動のフォローアップを効果的に行う。各国でのフォーカルポイントは、以下の点

で本事業の活動に貢献すると考えられる。 
・各国でのエイズの状況とニーズの把握 

                                                        
5 周辺４カ国でのエイズ関連のJICA二国間技術協力プロジェクトには以下がある。 

・カンボジア母子保健プロジェクト（フェーズ２）（2000年４月－2005年３月） 
・カンボジア国結核対策プロジェクト（フェーズ２）（2004年８月－2009年７月） 
・ミャンマー主要感染症対策プロジェクト（2005年１月－2010年１月） 
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・データベース構築のための人材、活動、財源に関する情報収集 
・研修受講生のモニタリング 
・研修講師としての活用 
・RCCの情報発信 
・RCCと各国の関係機関とのコミュニケーション及び合意形成支援 
・RCCが支援する周辺４カ国内での活動支援 
周辺４カ国における実施機関卒業生の数を以下の表３－１に記す。 

 
 表３－１ AIHD卒業生数 

 カンボジア ラオス ミャンマー ベトナム その他 合計

MPHMプログラム* 

（1986-2004年） 
19 24 19 66 354 482 

短期研修プログラム 

（1983年-2004年10月） 
60 198 90 178 1899 2425

*MPHM：Master of Primary Health Care Management Degree Program  

 
３－１－５ プロジェクト協力期間 

プロジェクト協力期間は３年間（2005年４月–2008年３月）とする。プロジェクト活動実施

スケジュールは活動計画（PO）に要約されている（付属資料２参照）。 
 

３－２ プロジェクト実施体制 
３－２－１ プロジェクト実施機関 

本事業は、JICA、TICA、MOPHとの緊密な連携の下で、AIHDによって実施される。実施機

関となるAIHDは、1982年に日本の支援でアセアン・プライマリ・ヘルスケア研修センター

（ATC/PHC）として設立されて以後、PHC、保健分野のマネジメントなどの研修コースが整備

され、国内外で高い評価を受けている。最近ではエイズ分野での活動を行っており6、これまで

の保健分野での研修経験やネットワークを活用して、同分野での人材育成にも貢献することが

期待されている。 
AIHDは、教育・研修開発セクションを核として、組織内外の人材や財源を活用しながら、様々

な研修プログラムを実施している。1982年の設立から2004年10月までに、合計162回の短期研

修コースを実施しており、参加者は2425人に達している。AIHDの組織図と研修実績については

付属資料６～８のとおりである。AIHD内には世界保健機関の支援を受けて、PHC情報リソース

センターが設立され、特にラオス、カンボジア、ミャンマー、ベトナムを対象にPHCに関する

情報を発信している。 
AIHDは国内外の財源を活用して保健分野での調査・研究にも携わっている。現在行っている

主な調査・研究は以下のとおりである。 

                                                        
6 例えば、欧州委員会の支援により1995年より実施された「タイでのエイズ対策プログラムにおけるモデル開発と人材能力向

上プログラム」では、タイでの感染拡大の減少とエイズによる問題の緩和を目的として、研究活動や関係者とのワークショ

ップを通じて、モデルアプローチ作り、人材能力向上、経験の共有に取り組んでいる。また、援助機関と協力しながら、付

属資料７にまとめられたエイズに関する研修を実施している。 
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・アユタヤ県ワングノイ郡における薬物常用者に対する治療、リハビリテーション、包括的

ケアのフォローアップと評価 
・タチン・メコン川流域の保健開発と健全なコミュニティに関する研究のネットワーク強化 
・エイズ孤児の状況・影響と支援に関する研究 
・農村地域での保育園運営に対するタンボン自治体の能力強化に関する研究 
・高齢者の生活の質の向上のためのコミュニティとタンボン自治体の強化に関する研究 
・エイズ患者や家族への家庭看護を支援する家庭訪問者の能力向上についての研究 
・バンコクにおける行動調査 
タイの国立大学内の機関として、AIHDは国家予算から運営費の予算配分を受けている。その

一方で、研修プログラムの受講料を中心にした自己財源がある。表３－２にあるように、2004

年度には約470万タイ・バーツの自己財源があり、収入全体の29％に達している。  
 

   表３－２ AIHDの収入源（2000-2004年度） 
（1,000バーツ） 

 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度

収入額合計 15,600 14,961 16,694 15,574 16,358 

自己財源からの収入額 4,099 3,840 4,164 4,369 4,728 

収入額合計に占める割合 26％ 26％ 25％ 28％ 29％ 

 
３－２－２ プロジェクト実施体制 

本事業はプロジェクトダイレクターであるAIHD所長のシリクン・イサラヌルグ博士の指揮下

で実施され、プロジェクトマネージャーであるRCC所長のジュムローン・ミカノーン博士がプ

ロジェクト全体を統括する。JICA、TICA、MOPHからの外部メンバーを含む合同調整委員会

（JCC）がプロジェクト開始時に形成され、年２回の会合を通じて活動計画・予算の承認、プ

ロジェクト全体の進捗の把握、プロジェクト実施に関する問題を認識し、提言する。 
３人の日本人長期専門家が派遣され、AIHD内に設置されるプロジェクト事務所に駐在し、

AIHD職員への技術的なアドバイスを行う。プロジェクトの活動は、RCC所長、RCCマネージャ

ー（ソムチャイ・ビリピロムゴール氏）、日本人専門家の監督と支援の下に、プロジェクトスタ

ッフとAIHD職員によって実施、調整される。AIHD内にRCC運営タスクフォースが結成され、

活動とプロジェクト全体のモニタリングと支援のため月例会を開催する。周辺４カ国に関する

情報の交換と活動計画作成のため、タイ側と周辺４カ国側の間で協議委員会が作られ、年次会

合を持つ。プロジェクトの実施体制図は付属資料９のとおりである。  
プロジェクトの月次報告書に基づき、RCC運営タスクフォースがプロジェクトの進捗を確認

し、対処すべき制約や問題を認識し、改善を支援する。RCC運営タスクフォースはPOに明記さ

れている活動が予定どおりに実施されているかを確認し、POを修正すべきかを判断する。 
POに明記されている活動進捗の確認に加えて、RCC運営タスクフォースはプロジェクト全体

の達成度をPDMの指標に基づいて確認する。特に、プロジェクト目標と成果の達成について、

それぞれの指標と照らし合わせて進捗を判断する。JCCは年２回の会合を通じて、プロジェク

ト全体の進捗のモニタリングを行う。JCCでの協議結果や提案に基づいて、プロジェクトの戦

略、方向性、PDMに記載されたプロジェクトの枠組みが見直され、必要に応じて修正される。 
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３－２－３ 関係機関との連携 
本事業の活動は、エイズ対策分野で活動している他の関係機関やプロジェクトと連携しなが

ら実施される。研修プログラムを実施するうえで、AIHDには人員、エイズ対策分野での専門性

の面で制約があるため、MOPH、大学、NGOなどの人材を研修プログラムの講師として活用し、

研修プログラムの有効性と妥当性を向上させる。 
 

３－２－４ 周辺４カ国のカウンターパート機関とJICA事務所との連携 
本事業を円滑に進めるためには周辺４カ国のカウンターパート機関及びJICA事務所との緊

密な連携が不可欠である。適切な活動実施とモニタリングのために、プロジェクト開始時から、

RCCとこれらの関係機関との頻繁で有効なコミュニケーションが推進される。また、各国のエ

イズ対策戦略との一貫性や協調にも十分な配慮がされる。主なカウンターパート機関は表３－

３のとおりである。 
 
  表３－３ カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムの主なカウンターパート機関 

国 機 関 

カンボジア ・National Centre for HIV/AIDS, Dermatology, and STDS（NCHADS） , 
Ministry of Health 

・National Center for Tuberculosis and Leprosy Control, Ministry of Health
（CENAT）, Ministry of Health 

・National Maternal and Child Health Centre（NMCHC）, Ministry of Health

ラオス ・National Committee for Control of AIDS Bureau（NCCAB） 
・National AIDS Center, Ministry of Health（NAC） 

ミャンマー ・National AIDS Program, Ministry of Health（NAP） 

ベトナム ・Department of HIV/AIDS Control, Ministry of Health 
・National Institute of Hygiene and Epidemiology（NIHE）, Ministry of 

Health 

 

３－３ プロジェクトの基本計画（案） 

RCCの長期戦略に基づき、PDMに要約されるプロジェクト・デザインが形成された。本項では

PDMの各部分について説明する。 

３－３－１ プロジェクト目標 

プロジェクト目標 

RCCがカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムにおけるエイズ対策のための人材養成

を支援する地域協力センターとして機能し、関係機関から認められる 
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指標 
１．プロジェクト協力期間中に、周辺対象４カ国からの参加者を対象にした研修が他の機関

の委託により４回以上実施され、研修委託機関・研修受講者の満足度、理解度、研修成

果の利用度が高い（注：４カ国各1回を想定した数値） 
２．RCCのウェブ上のホームページへの年間アクセス数、利用者登録数（年間1,500回のア

クセス、150人の利用者登録（初年度100人、２年次120人、３年次150人）） 
３．ニュースレター（電子配信を含む）の読者が提供される情報に満足する 

 
プロジェクト目標は成果１～４（「３－３－３」で記載）を達成することにより、プロジェ

クト期間中に達成されなければならない。プロジェクト目標の達成は、上記の表中に見られる

ように、RCCが提供するサービスの量と質によって測られる。 
以下の２つの外部要因を満たすことがプロジェクト目標達成の条件としてあげられる。 

・プロジェクト期間中にタイ政府や援助機関のタイ周辺４カ国に対するエイズ対策への支援方

針が大きく変わらない 
・主な関係機関（TICA、タイ保健省、周辺４カ国のカウンターパート機関・JICA事務所など）

のRCCへの協力方針や体制が大きく変わらない 
周辺４カ国でのエイズ対策支援の優先順位は今後も高いことが予想され、プロジェクトパー

トナーが周辺４カ国でのエイズ対策支援の必要性を十分に認識していることから考えると、こ

れらの外部要因は満たされる可能性が高いと考えられる。 
 

３－３－２ 上位目標 

上位目標 
カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムにおいて、RCCから提供されるリソースが活

用され、エイズ対策に従事する人材が各国のニーズと状況に基づいて育成されエイズ対策が

改善される 

指標 
１．研修受講者の70％が本国で最低１回の研修を実施する 
２．研修受講者が講師を務める研修の参加者の満足度、理解度、研修成果の利用度が高い 

 
プロジェクト上位目標は必ずしもプロジェクト実施期間中に達成されるものではなく、プロ

ジェクト終了数年後に達成されるものである。上位目標の達成により、本事業は周辺４カ国で

の新規HIV感染率の減少と感染者の生活の質の向上に貢献することが期待される。  
上位目標は様々なプログラムや活動の成果により達成されるもので、本事業はプロジェクト

目標（「３－３－１」で記載）の達成を通じて上位目標の達成に貢献する。プロジェクト目標

の達成が上位目標達成の一翼を担うための外部要因として、以下の３点があげられる。これら

の外部要因はプロジェクト期間中と終了後に満たされるべき条件であり、プロジェクトの長期

的なインパクトを確保するうえで必要である。 

・研修受講生が各国のカウンターパート機関によって適切に選定される 
・研修受講生の多くが研修後もエイズ対策に関する研修を実施する立場にある 
・周辺４カ国政府のエイズ対策分野での人材育成方針が大きく変わらない 
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最初の２つの外部要因が満たされる可能性は、周辺４カ国との緊密な連携や協力体制の構築

と、適当な研修受講生の選抜基準を作成することにより高めることができると考えられる。 
上位目標の達成は、研修を受けた研修講師のパフォーマンスと研修を受けた研修講師が行う

研修の受講者の満足度、理解度、研修成果の利用度の高さにより評価される。また、プロジェ

クト関係者の周辺４カ国への出張機会の利用や周辺４カ国でのカウンターパート機関との協

力により、研修受講生のパフォーマンスを随時モニタリングする。 
 

３－３－３ 成果と活動 
（１）成果１ 

成果１ 
 AIHD内に設立されたRCCの運営体制が確立される 

指標 
 運営体制の整備度（プロジェクト開始後作成する評価項目リストをもとに判定） 

活動 
・RCCの運営体制を構築する 
・RCCの運営タスクフォース会議を最低月１回開催する 
・合同調整委員会（JCC）の会議を年２回開催する 
・タイ側と周辺４カ国側の協議委員会の会議を年１回開催する 
・年次活動計画と予算を作成する 
・AIHDとの協力により、プロジェクトの活動に関わるAIHD職員の人材育成計画を作

成する 
・人材育成計画に基づき、プロジェクトの活動に関わるAIHD職員の技術、管理能力を高

める 

 
RCCは既にAIHDにより設置されているが、その運営体制の構築はプロジェクト開始後の

予定となっている。運営体制を早急に構築し、プロジェクトの活動に関与する実施機関職

員の人材能力向上計画も、実施機関との連携のもとで、プロジェクト開始後の早い時期に

作成されることが必要である。 
運営体制強化の進捗は、プロジェクト開始後に作成されるチェックリストによってモニ

タリングされる。現時点で評価項目リストに含まれると考えられる項目を以下に記す。 
１）ミッション 

・組織のミッションが明確に定義され文章化されている 
・組織のミッションがAIHD職員とJCCメンバーによって共有され、新たな職員やメン

バーにも伝えられている 
２）組織構造と運営体制 

・各プロジェクトスタッフの職務が明確に定義され文章化されている 
・スタッフ就業規則がAIHDとの協議をもとに作成され、定期的に見直されている 
・RCC運営タスクフォース、JCC、協議委員会が設立される 
・RCC運営タスクフォース、JCC、協議委員会の機能と責任が明確化されている 
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・RCC運営タスクフォースの会合が毎月開催されている 
・JCCの会合が年に２回開催されている 
・協議委員会の会合が年に１回開催されている 
・RCC運営タスクフォース、JCC、協議委員会の会合の議事録が作成され、適切に管理

されている 
３）計画 
・年間活動計画と予算がAIHDの計画・実施サイクルに合わせて、毎年７月末までに作成

される 
・年間活動計画と予算がRCC運営タスクフォースの協力により作成され、JCCにより承

認される 
・年間活動計画と予算に対する進捗が適切にモニタリングされ、文書化されている 

４）人材育成 
・プロジェクトのミッションと枠組みがすべてのプロジェクトスタッフ間で共有されて

いる 
・スタッフミーティングが定期的に開かれ、スタッフ間の意見が共有されている 
・各スタッフの人材育成計画が作成される 
・各スタッフの人材育成計画に基づいて、研修機会が提供される  
・スタッフのパフォーマンスが年間評価を受ける 
・各スタッフの人材育成計画が毎年見直され、必要に応じて修正される  

 
（２）成果２ 

成果２ 
研修事業の運営体制が構築され、カリキュラム・教材が、周辺４カ国のニーズを反映し

て開発され、改善される 

指標 
研修受講者及びその所属機関が研修運営・カリキュラム・教材、研修の成果に満足する 

活動 
・周辺４カ国で研修コース開発のためのニーズ調査を実施する 
・ニーズ把握・準備・モニタリング・評価方法を含む各研修コースの運用ガイドライン

を作成する 
・研修カリキュラムと教材を開発する 
・周辺４カ国からの参加者を対象にした研修講師のための合同研修（TOT）を最低2回実

施する 
・周辺４カ国からの参加者を対象にした国別の研修講師のための研修（TOT）を最低12

回実施する（各国３回） 
・研修の成果をモニタリング・評価する 
・研修運用ガイドラインを毎年見直し、改善する 
・研修カリキュラムと教材を毎年見直し、改善する 
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成果２は、プロジェクト開始後に周辺４カ国で実施するニーズ調査に基づいた運営体制、

カリキュラム、教材を含む適切な研修プログラムの開発と、モニタリングと評価に基づく

見直し・改善によって達成される。この成果は研修受講者の、研修運営、カリキュラム、

教材などの観点での満足度によって測られる。 
RCC関係者による周辺４カ国の研修受講生の研修後のパフォーマンスのモニタリングも、

プロジェクトのインパクトを測るうえで重要である。プロジェクト開始後できるだけ早い

段階で、対象各国におけるフォーカルポイントの設置や、カウンターパート機関やJICA事

務所との協力を通じて、研修受講生の研修後の本国でのパフォーマンスをモニタリングす

る体制を構築し、結果をプロジェクトの活動に反映させていくことが重要である。 
プロジェクト形成過程で認識されたTOTのニーズは表３－４のとおり。 

 
  表３－４ プロジェクト形成過程で認識されたTOTのニーズ 

対象国 分 野 

カンボジア ・結核（JICAの二国間技術協力プロジェクトとの連携による実施） 
・母子感染予防（JICAの二国間技術協力プロジェクトとの連携による

実施） 

ラオス ・プロジェクトマネジメント、モニタリング、評価 
・自発的意思に基づくカウンセリングと検査 
・学校でのエイズ教育 

ミャンマー ・モニタリング（国家エイズプログラムのスタッフ対象） 
・プロジェクトマネジメント・スキル 

ベトナム ・プロジェクトマネジメント、モニタリング、評価 
・自発的意思に基づくカウンセリングと検査 
・母子感染予防 
・地域に基づいたケアと支援 
・行動の変容とコミュニケーション 

 
（３）成果３ 

成果３ 
タイと周辺４カ国におけるエイズ対策分野の人材、研究、活動事例に関する情報が収集

され、適切にアップデートされ、周辺４カ国のカウンターパート機関、援助機関、AIHD卒

業生、その他の関係機関に向けて発信される 

指標 
・ネットワークや各国のフォーカルポイントを通じて収集される情報に基づいたデータ

ベースが構築され、四半期ごとにアップデートされる 
・ウェブ上のホームページが開設され、定期的にアップデートされる 
・四半期ごとのニュースレターと年次報告書が毎回500部発信される（電子配信を含む）

（注：保健分野の広域案件の実績に基づく算定） 
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活動 
・情報管理システム構築のための計画を作成する 
・タイと周辺４カ国でのエイズに関する人材、研究、活動事例の情報を収集する 
・RCCの広報とタイと周辺４カ国でのエイズに関する情報発信のためのデータベースを

構築する 
・四半期ごとにデータベースを更新する  
・RCCの広報とタイ及び周辺４カ国でのエイズに関する情報発信のために、ウェブ上に

ホームページを作成する 
・RCCとエイズに関する情報を電子配信するためのメーリングリストを作成する 
・RCCの広報とタイ及び周辺４カ国でのエイズに関する情報発信のために、四半期ごと

のニュースレターと年次報告書を作成し、電子配信・郵送する 
・RCCの経験や情報を雑誌や他の媒体を通じて発信する 

 
タイと周辺４カ国でのエイズ対策分野における人材、研究、活動事例が収集され、デー

タベースとして管理される。データベースはプロジェクト開始後の早い時期にAIHDのデー

タベースにリンクする形で構築され、維持管理される。 
 

（４）成果４ 

成果４ 
関係者間のネットワーク強化により、タイと周辺４カ国のエイズ対策分野の人材、情報、

財源が動員され、より有効に活用される 

指標 
・周辺４カ国でフォーカルポイントが置かれ、活用される（具体的な活用方法は活動開

始後に決定） 
・AIHD卒業生がプロジェクトの行う研修の講師やフォーカルポイントとして活用される

（各国最低２人） 
・研修事業で活用される外部専門家の分野数・人数（プロジェクト開始後に決定） 
・タイ国内外機関による研修事業の支援のためにRCCが仲介する専門家の数（プロジェ

クト開始後決定） 

活動 
・援助機関と周辺４カ国政府のエイズ対策分野の人材育成に関する情報、戦略、計画を

収集し分析する 
・周辺４カ国でRCC研修受講者やAIHD卒業生などを活用してフォーカルポイントを構築

する 
・タイと周辺４カ国の関係者、援助機関、AIHD卒業生、JICA関係者などを対象に、ネッ

トワーク強化とプロジェクトの進捗・成果の共有を目的に、年次レビューワークショ

ップを開催する 
・周辺４カ国でエイズ対策に従事しているタイでの研修受講者を含め、既存のネットワ

ークについて調査し活用する 
・最低年２回、JCCの会合実施前にタイ保健省伝染病管理局、TICAと各々に会合を持つ 
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・援助機関が開催する会合、会議、セミナーに参加する 
・周辺４カ国への出張時にRCC研修受講者やAIHD卒業生とのネットワークを強化する 
・タイでの研修受講者やAIHD卒業生を研修講師として活用する 
・コンサルテーションや短期専門家の派遣を通じてタイと周辺４カ国でのエイズ対策を

支援する（外部団体の実施するプログラム） 
 

プロジェクト期間中に、RCCは関係機関や関係者とのネットワークを強化し、周辺４カ

国でのエイズ対策に関するリソースを動員し効果的に活用する。この成果は各活動の相乗

効果により達成される。成果は上記の表中に記載された４つの指標によりモニタリングさ

れ、進捗がプロジェクトの月次報告書に明記される。 
 

（５）成果達成のための外部要因 
成果達成のために満たされるべき外部要因は以下のとおりである。 
・プロジェクト期間中にプロジェクトの活動に関わる実施機関職員の離職率が低水準に

維持される 
AIHDと連携しながら、プロジェクトの活動に関わるAIHD職員の人材能力向上計画を作

成し実施することが、プロジェクト実施期間中のAIHD職員の離職率の低下につながると考

えられる。 
 

３－３－４ 前提条件 
特になし。 
 

３－３－５ 投入 
（１）日本側 

総額 ２億8,000万円  
１）専門家派遣 

長期：３人（チーフアドバイザー・地域協力、エイズ対策人材育成、研修管理・業務

調整） 
２）機材供与 

コンピュータ、周辺機器、車両など 
３）研修員受入れ 

１－２人／３年 
４）現地業務費 

プロジェクトスタッフの採用、研修、その他の活動費（各国向けの研修はJICA負担、

複数の国からの参加者を対象とした合同研修の費用はJICAとTICAとの分担） 
＜プロジェクトスタッフの採用＞ 

・現地コンサルタント（長期）（３年×１人） 
・現地コンサルタント（長期）（2.5年×１人，2007年10月にAIHDに移管予定） 
・秘書（３年×１人） 
・現地コンサルタント（短期）（２MM／年×３年） 
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（２）タイ側 
１）カウンターパートの配置（AIHD） 

兼任職員（AIHDの他の業務との兼務）15人程度 
・RCCセンター長 
・RCCマネージャー 
・情報システム担当 
・教材担当 
・アシスタント・コーディネーター 
・アシスタント・アドミニストレーター 等 
専任職員１人（2007年10月にプロジェクトより実施機関に移管予定） 

２）施設など（AIHD） 
プロジェクト事務所、研修施設 

３）プロジェクト活動費 
研修費用の分担（TICA）
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第４章 プロジェクト実施の妥当性 
 

４－１ 妥当性 
本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと考えられる。 
 

（１）本プロジェクトは我が国がODA大綱にかかげる地球規模で取り組むべき問題である「感染

症対策」と「開発の進んだ途上国との連携による南南協力の推進及び広域的な協力の推進」

に合致するものであり、「エマージング・ドナー」を標榜し、特に周辺国への開発支援を推進

しているタイ政府の政策を支援するものである。 
 
（２）AIHDは日本が設立を支援し、現在では国際的に人材育成機関として高く認知されている

機関であり、エイズ対策分野についても調査・研究や研修事業を積極的に実施しつつある。

AIHDはエイズ対策の人材育成機関として機能するための十分な基盤を持っている。 
 
（３）地域内にすでに感染率の高い国（タイ、カンボジア、ミャンマー）が存在するため、国境

を自由に越えるHIVの感染拡大防止には、地域的に取り組むアプローチがより効果的であり、

近隣各国が共通に抱える問題への対応が可能になることから、広域案件として実施する妥当

性は高い。また、協力対象となるタイ周辺４カ国もタイの経験から学ぼうとしているように、

これらの国々は言語・文化的に比較的類似した環境にあり、タイが培ってきたエイズ対策の

知見は、周辺４カ国でのエイズ対策分野の人材育成に効率的・効果的に活用されるものと考

えられる。 
 
（４）本プロジェクトでは、周辺４カ国のエイズ対策分野の研修講師を担うものを主たる対象

として研修を行う予定である。この方法により、各国のエイズ対策関係者へ効果的に研修成

果が波及することが見込まれる。 
 
（５）周辺４カ国からの参加者を対象にした人材育成事業がタイ政府機関や援助機関によって計

画、実施されている。しかしながら、こうした事業の情報はまとまっておらず、セクター全

体としてみた場合は必ずしも効率的でない。RCCがこうした情報を取りまとめ、発信するこ

とは、事業間の連携を推進し、セクター全体としての活動効率を向上させることに貢献する

と思われる。 
 

４－２ 有効性 
本プロジェクトは以下の理由から有効性が見込める。 
 

（１）プロジェクト目標である「RCCが機能している」状態を具体的に表す指標として、１）他

の機関からの財源により委託される研修の実施数と受講者の満足度、２）ホームページへの

アクセスと登録者数、３）ニュースレター読者の満足度、があげられており、これらの指標

は、RCCの運営能力強化（成果①）、研修プログラムの開発と実施を通じた改善（成果②）、

情報データベースの構築と情報発信（成果③）、ネットワークの強化によるリソースの有効活
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用（成果④）によって、達成できると考えられる。 
 
（２）AIHDには十分な組織運営経験と研修事業実施の実績があり、比較的短期間にRCCの運営

体制を構築できる可能性が高い。プロジェクト業務に中心的に関わる職員が、AIHD内の研修

セクションや情報技術セクションなどを巻き込み、連携を図ることにより、本プロジェクト

の活動が効率的・効果的に実施されるのみならず、安定した実施体制を構築できると考えら

れる。 
 
（３）プロジェクト目標を質・量的に測る指標が設定されており、また、RCC運営タスクフォー

スにより定期的なモニタリングが活動に組み込まれていることから、プロジェクト目標達成

に対するAIHDの高いコミットメントが期待できる。 
 
（４）プロジェクト協力期間中を通じて、タイ周辺４カ国においてエイズ対策の優先度が高い

ことが見込まれるため、外部要因である各国政府機関・援助機関のエイズ対策支援の継続は

満たされる可能性が高い。もう１つの外部要因であるタイ国内の協力機関、周辺対象国のカ

ウンターパート機関・JICA事務所との協力については、RCC側からの積極的なコミュニケー

ションにより、条件が満たされる可能性が高い。 
 

４－３ 効率性 
本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施を見込むことができる。 
 

（１）RCCがすでに基盤のあるAIHD内に設立されることから、本プロジェクトの活動をAIHD
の従来の活動と連携させることで効率的な実施が可能である（例えば、RCCのウェブサイト

をAIHDのウェブサイトに組み込む、など）。また、AIHDの人材、人的リソースとのネットワ

ークを活用することにより、活動を効率的に行うことができる。 
 
（２）本プロジェクトでは、AIHDの卒業生を含む外部人材とのネットワークを強化し、フォー

カルポイント、講師、情報源として活動に最大限有効活用することにより、プロジェクト全

体の効率を高めることができる。 
 

４－４ 期待されるインパクト 
本事業のインパクトは、以下のように予想できる。 
 

（１）プロジェクト協力期間終了後も、タイ周辺４カ国におけるエイズ対策分野での人材育成に

対するニーズが高いと予想されることから、RCCの活動が継続されれば、プロジェクト目標

の達成が上位目標達成に貢献する可能性は高いと考えられる。 
 
（２）本プロジェクトでは、周辺４カ国にフォーカルポイントを設置し、各国の関係者との情報

交換を積極的に行い、またニーズに合わせて複数国向けの研修や国別研修を計画する等によ

り、各国のニーズに合った研修事業の提供を行う。これにより、研修により提供される知識
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や技術が４カ国で広く普及され、社会経済面で広いインパクトを生むと期待できる。 
 
（３）本プロジェクトの成果が、今後、タイから周辺４カ国への支援に関する政策決定に影響を

及ぼすことが考えられる。また、本プロジェクトから得られる教訓は、タイ政府とJICAを含

む援助機関との連携による周辺国支援や南南協力の形成・実施にも生かされる。 
 

４－５ 自立発展性 
以下のとおり、本プロジェクトによる効果は、AIHDにより協力期間終了後も継続するものと見

込まれる。 
 

（１）AIHDはこれまでの運営実績、設備、人材、情報技術などの面で、事業終了後もRCCを継

続して運営する能力を備えているといえる。本プロジェクト協力期間終了後、RCCをAIHD
内で同様に運営していくか、あるいは他の事業と融合させていくか等の組織・制度的な位置

づけについては終了時に決定されることになっているが、現時点でAIHD側の当事者意識は高

い。また、本プロジェクト終了半年前には、プロジェクトスタッフ1人をRCCの専任職員とし

てAIHDが雇用する予定であり、事業終了後に活動を維持する手立てが講じられている。 
 
（２）本プロジェクトでは、タイで実施される複数国向けの研修にかかる費用をJICAとTICAと

で分担する。プロジェクト開始当初からTICAの財政負担のコミットメントを得ており、協力

期間終了後もタイが周辺国を支援する事業の１つとして支援が継続される可能性が高い。 
 
（３）タイ周辺４カ国においては、国際機関によるエイズ対策分野での支援は急速に増加、多様

化しており、比較的活動資金が潤沢である。本プロジェクトではRCCの自立発展性向上のた

めに、こうした援助機関からの研修受託を目指しており、援助機関とのネットワークの強化

や広報活動の推進が活動に盛り込まれている。 
 

４－６ 結 論 
上述の５項目評価の結果から、本事業の実施の必要性が高く、枠組みと戦略は妥当と判断され

る。本事業の実施により、周辺４カ国でのエイズ対策に従事する人材能力が向上し、新規HIV感

染率の低下と感染者と家族の生活の質の向上に貢献することが期待できる。AIHDのプロジェクト

実施能力は十分にあり、関係機関との協力によりプロジェクト目標を達成できる可能性が高いと

考えられる。 
一方で、プロジェクト間の利害関係などにより、関係機関や他のプロジェクトとの連携・協力

が十分に行えず、目標達成の障害になる可能性もある。したがって、特にRCCと同様の機能を持

つ機関・プロジェクトとの連携に十分に配慮すべきである。 
プロジェクト終了後の活動継続を確かなものにするために、RCCの活動成果を立証し、政策決

定者や援助機関がRCCの活動を支援することの有効性を認識するように積極的に働きかけるべき

である。また、プロジェクトを成功裏に終了するために、タイを拠点にした他のJICAや他の援助

機関の広域案件からの教訓をレビューし、プロジェクトを運営するうえで参考にすべきである。 
本事前評価調査はタイ側実施機関からの積極的な協力があり、概して円滑に行うことができた。
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実施機関側の本事業に対する期待は高く、RCCを組織の一部として将来的に運営していくという

高い当事者意識を感じた。本事業の実施においては、タイと周辺対象国の政府機関や援助機関な

どとの連携・協力が非常に重要であるため、プロジェクトを円滑に立ち上げるために、今後は実

施機関を中心に積極的に関係機関とのコミュニケーションを図り、連携・協力の枠組みを構築し

ていくことが肝要だと思われる。 
事前調査中に開催したPCMワークショップでは、具体的なプロジェクト実施のイメージが共有

された。情報の不足により設定できなかったPDMの指標や投入の一部（購入機材）については、

今後、実施機関関係者と日本人専門家の間で情報収集と協議を進め、できるだけ早く設定する必

要がある。また、派遣予定の日本人専門家３人の業務内容・分担が明確になっていないため、関

係者間で早急に協議し確定する必要がある。 
タイの周辺対象国における各国政府や援助機関によるエイズ対策の動向を文献調査のみから

まとめることは困難であった。各国におけるエイズ対策は流動的かつ多様であり、また多くの政

府関係機関、援助機関がエイズ対策プログラムを実施しているため、全体像を的確に把握するに

は、各国での情報収集を含めた大掛かりな調査が必要であると思われる。また、プロジェクト目

標をRCCの運営能力強化としたこともあり、ネットワーク拠点の役割・活用方法や研修受講生の

モニタリング方法など、周辺対象国での活動実施体制については関係者間で十分な協議が行われ

ていない。今後、実施機関を中心に、周辺対象国のカウンターパート機関、援助機関、ネットワ

ーク拠点となる組織・人材、JICA各国事務所と協議し、活動実施体制を構築していくことが必要

であると思われる。
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 
 

１．案件名 

タイ・HIV/AIDS 地域協力センタープロジェクト 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

タイ・マヒドン大学アセアン保健開発研究所（AIHD；アセアン人造りプロジェクトの施設)

は、タイのエイズ対策の知見やリソースを活用し、周辺 4 カ国（カンボジア、ラオス、ミャ

ンマー、ベトナム）のエイズ対策分野での人材養成を支援するセンターとして機能すること

を目的として、その中に HIV/AIDS 地域協力センター(RCC)を設置した。本プロジェクトは、

RCC の設立に関し、①RCC の運営能力強化、②各国のニーズにあった研修モジュールの開発と

実施を通じた改善、③情報データベースの構築と情報発信、④ネットワークの強化によるリ

ソースの有効活用、に対し支援を行い、RCC が内外の関係機関から認められるようになること

を目指す。本プロジェクトにより RCC の基盤が整備された後には、RCC は援助機関や周辺国政

府から活動資金を獲得し、活動量を拡大するとともに、他の地域への展開を図り、AIHD は、

「RCC を通して、タイ周辺国およびその他の国々でエイズ対策に携わる人材の能力を向上さ

せ、HIV 感染率の減少と感染者の生活の質の向上に貢献する」という長期目標に向けて、段階

的に体制作りを行う戦略である。 

（２） 協力期間 

2005 年 4 月から 2008 年 3 月（3年間） 

（３） 協力総額（日本側） 

2.8 億円 

（４） 協力相手先機関 

タイ・マヒドン大学アセアン保健開発研究所（AIHD) 

（５） 国内協力機関 

エイズ予防財団 等 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

プロジェクトの活動に関わる AIHD 職員（約 15 名）、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベ

トナムからタイ国内で実施される研修に参加する研修講師約 280 名および周辺 4 カ国のエイ

ズ対策従事者 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

タイでは世界的な感染拡大に先駆けて 1990 年代に HIV 感染が急速に拡大した。感染拡大に

伴い、タイ政府は日本を含む他国政府や国際援助機関からの支援を受けながら、エイズ対策

を強化してきた。その結果、タイは現在では感染拡大の減少に成功した数少ない国として広

く認知されている。 

 一方、周辺のカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムではタイに比べて HIV の感染拡

大は遅く、エイズ対策も遅れている。各国政府はエイズを国家の社会経済開発上の脅威とし

て受け止め、国際支援を活用しながらエイズ対策を強化している。しかし、これらの国々で

は、急速に増加しているエイズ対策事業を効果的に行う人材が十分であるとは言えず、地域

での活動を担う人材の能力向上が必要になっている。 

 本プロジェクトの実施機関となる AIHD は、1982 年にアセアン人造りプロジェクトの一環と

して日本政府の支援で設立されて以後、プライマリヘルスケア、保健分野のマネジメントな

どの研修コースを整備し、第三国研修を実施するなど国内外で高い評価を受けている。最近

１．事業事前評価表 
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ではエイズ対策分野での調査･研究や研修事業を積極的に実施しており、これまでの保健分野

での研修経験やネットワークを活用して、エイズ対策分野での人材養成にも貢献することが

期待されている。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

タイ政府は「エマージング・ドナー」を標榜し、特に周辺国への開発支援を推進しており、

エイズ対策での支援に積極的である。 

対象となるタイ周辺各国政府はエイズ対策をタイの経験から学ぼうとしており、JICA－

ASEAN 地域協力推進会議を通じて、JICA 事業を活用したタイからの協力要請を提出している。

 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位

置付け） 

現在、国別事業実施計画および対タイ協力については協力プログラムの再編を行っている

が、想定される改編後プログラムのうち、本件は日タイ合同で周辺国支援を行う「近隣開発

途上国支援」プログラムの中に位置付けることができる。 

 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

RCC がカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムにおけるエイズ対策のための人材

養成を支援する地域協力センターとして機能し、関係機関から認められる。 

＜指標・目標値＞ 

・ プロジェクト協力期間中に、周辺対象 4カ国からの参加者を対象にした研修が他の

機関の委託により 4回以上実施され、研修委託機関・研修受講者の満足度、理解度、

研修成果の利用度が高い。（注：4カ国各 1回を想定した数値） 

・ RCC のウェブ上のホームページへの年間アクセス数、利用者登録数 

・ ニュースレター（電子配信を含む）の読者が提供される情報に満足する 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムにおいて、RCC から提供されるリソース

が活用され、エイズ対策に従事する人材が各国のニーズと状況に基づいて育成されエ

イズ対策が改善される 

＜指標・目標値＞ 

・ 研修受講者の 70％が本国で最低１回の研修を実施する 

・ 研修受講者が講師を務める研修の参加者の満足度、理解度、研修成果の利用度が高

い 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

① 成果１： AIHD 内に設立された RCC の運営体制が確立される 

活動： RCC 運営タスクフォース･協議委員会の設置・開催、年間活動計画・予算の作

成、AIHD 職員の能力向上計画作成・実施 

＜指標・目標値＞ 

・ 運営体制の整備度（プロジェクト開始後作成する評価項目リストをもとに判定） 
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② 成果２：研修事業の運営体制が構築され、カリキュラム・教材が、周辺 4 カ国のニー

ズを反映して開発され、改善される 

活動： 研修のニーズ調査、研修ガイドライン・カリキュラム・教材の開発・改善、

     研修の実施（研修講師のための研修：TOT）、研修成果のモニタリング・  

評価 

＜指標･目標値＞ 

・ 研修受講者およびその所属機関が研修運営・カリキュラム・教材、研修成果に満足

する 

    

③ 成果３： タイと周辺 4カ国におけるエイズ対策分野の人材、研究、活動事例に 

関する情報が収集され、適切にアップデートされ、周辺 4カ国のカウンタ

ーパート機関、援助機関、AIHD 卒業生、その他の関係者に向けて発信さ

れる。 

活動： 情報の収集、人材、研究、活動事例に関するデータベースの構築と定期 

的なアップデート、ウェブ上のホームページの開設と管理、ニュースレ 

ターと年次報告の発信、その他のメディアを通じた RCC の情報と活動経 

験の発信 

＜指標･目標値＞ 

・ データベースが構築され、四半期毎にアップデートされる 

・ ウェブ上のホームページが開設され定期的にアップデートされる 

・ 四半期毎のニュースレターと年次報告書が毎回 500 部発行される（電子配信を含

む）（注：保健分野の広域案件の実績に基づく算定） 

 

④ 成果４： 関係者間のネットワーク強化により、タイと周辺 4カ国のエイズ対策分野 

の人材、情報、財源が動員され、より有効に活用される 

活動： 周辺４カ国でのフォーカルポイント設置、タイ国内外のエイズ対策分野の関

係機関・人材（AIHD 卒業生を含む）との ネットワーク強化、リソースパーソ

ンの研修講師としての活用・仲介、周辺 4カ国の関係機関・人材とのネットワ

ーク強化、セミナー・評価ワークショップ等情報共有のための会合の開催 

＜指標･目標値＞ 

・ 周辺 4カ国にフォーカルポイントが置かれ、活用される 

・ AIHD 卒業生がプロジェクトの行う研修の講師やフォーカルポイントとして活用さ

れる（各国最低 2人） 

・ 研修事業で活用される外部専門家の分野数・人数 

・ タイ国内外の研修実施機関による研修事業の支援のために RCC が仲介する専門家

の数 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 2 億 8 千万円） 

・ 専門家派遣 

長期：3名（チーフ･アドバイザー／地域協力、エイズ対策人材育成、業務調整）

・ 機材供与 

コンピュータ、周辺機器、車両など 

・ 研修員受入れ 

1-2 人/3 年 
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・ 現地業務費 

研修、その他の活動費（1カ国向けの研修費は JICA 負担、複数の国からの参加者を

対象とした研修費用は JICA とタイ国際開発協力機構（TICA）との分担） 

 

② タイ国側 

・ カウンターパートの配置：職員１５名（AIHD の他の業務との兼任を含む）（AIHD） 

・ 施設：プロジェクト事務所、研修施設（AIHD) 

・ プロジェクト活動費：研修費用の分担（TICA） 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

① プロジェクト目標達成のための外部要因 

・ プロジェクト期間中にタイ政府や援助機関のタイ周辺 4 カ国に対するエイズ対策へ

の支援方針が大きく変わらない 

・ 主な関係機関（タイ保健省、周辺 4 カ国のカウンターパート機関）の RCC への協力

方針や体制が大きく変わらない 

② 上位目標達成のための外部要因 

・ 研修受講生が各国のカウンターパート機関によって適切に選定される 

・ 研修受講生の多くが研修後もエイズ対策に関する研修を実施する立場にある 

・ 周辺 4カ国政府のエイズ対策分野での人材育成方針が大きく変わらない 

 

５．評価 5項目による評価結果 

  以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

 

（１） 妥当性 

本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと考えられる。 

・ 本プロジェクトはわが国が ODA 大綱にかかげる地球規模で取り組むべき問題である「感

染症対策」と「開発の進んだ途上国との連携による南南協力の推進および広域的な協力

の推進」に合致するものであり、「エマージング・ドナー」を標榜し、特に周辺国への

開発支援を推進しているタイ政府の政策を支援するものである。 

・ AIHD は日本が設立を支援し、現在では国際的に人材育成機関として高く認知されてい

る機関であり、エイズ対策分野についても調査・研究や研修事業を積極的に実施しつつ

ある。AIHD はエイズ対策の人材育成機関として機能するための十分な基盤を持ってい

る。 

・ 地域内にすでに感染率の高い国（タイ、カンボジア、ミャンマー）が存在するため、国

境を自由に越える HIV の感染拡大防止には、地域的に取り組むアプローチがより効果的

であり、近隣各国が共通に抱える問題の対応が可能になることから、広域案件として実

施する妥当性は高い。また、協力対象となるタイ周辺 4カ国もタイの経験から学ぼうと

しているように、これらの国々は言語・文化的に比較的類似した環境にあり、タイが培

ってきたエイズ対策の知見は、周辺 4カ国でのエイズ対策分野の人材育成に効率的・効

果的に活用されるものと考えられる。 

・ 本プロジェクトでは、周辺 4カ国のエイズ対策分野の研修講師を担うものを主たる対象

として研修を行う予定である。この方法により、各国のエイズ対策関係者へ効果的に研

修成果が波及することが見込まれる。 

・ 周辺 4 カ国からの参加者を対象にした人材育成事業がタイ政府機関や援助機関によっ

て計画、実施されている。しかしながら、こうした事業の情報はまとまっておらず、セ
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クター全体としてみた場合は必ずしも効率的でない。RCCがこうした情報を取りまとめ、

発信することは、事業間の連携を推進し、セクター全体としての活動効率を向上させる

ことに貢献すると思われる。 

 

（２） 有効性 

本プロジェクトは以下の理由から有効性が見込める。 

・ プロジェクト目標である「RCC が機能している」状態を具体的に表す指標として、１）

他の機関からの財源により委託される研修の実施数と受講者の満足度、２）ホームペー

ジへのアクセスと登録者数、３）ニュースレター読者の満足度、が挙げられており、こ

れらの指標は、RCC の運営能力強化（成果①）、研修プログラムの開発と実施を通じた

改善（成果②）、情報データベースの構築と情報発信（成果③）、ネットワークの強化に

よるリソースの有効活用（成果④）によって、達成できると考えられる。 

・ AIHD には十分な組織運営経験と研修事業実施の実績があり、比較的短期間に RCC の運

営体制を構築できる可能性が高い。プロジェクト業務に中心的に関わる職員が、AIHD

内の研修セクションや情報技術セクションなどを巻き込み、連携を図ることにより、本

プロジェクトの活動が効率的・効果的に実施されるのみならず、安定した実施体制を構

築できると考えられる。 

・ プロジェクト目標を質・量的に計る指標が設定されており、また、RCC 運営タスクフォ

ースにより定期的なモニタリングが活動に組み込まれていることから、プロジェクト目

標達成に対する AIHD の高いコミットメントが期待できる。 

・ プロジェクト協力期間中を通じてタイ周辺 4 カ国においてエイズ対策の優先度が高い

ことが見込まれるため、外部要因である各国政府機関・援助機関のエイズ対策支援の継

続は満たされる可能性が高い。もうひとつの外部要因であるタイ国内の協力機関、周辺

対象国のカウンターパート機関・JICA 事務所との協力については、RCC 側からの積極的

なコミュニケーションにより、条件が満たされる可能性が高い。 

 

（３） 効率性 

本プロジェクトは以下の理由から効率的な実施を見込むことができる。 

・ RCC がすでに基盤のある AIHD 内に設立されることから、本プロジェクトの活動を AIHD

の従来の活動と連携させることで効率的な実施が可能である（例えば、RCC のウェブサ

イトを AIHD のウェブサイトに組み込む、など）。また、AIHD の人材、人的リソースと

のネットワークを活用することにより、活動を効率的に行うことができる。 

・ 本プロジェクトでは、AIHD の卒業生を含む外部人材とのネットワークを強化し、フォ

ーカルポイント、講師、情報源として活動に最大限有効活用することにより、プロジェ

クト全体の効率を高めることができる。 

 

（４） インパクト 

本事業のインパクトは以下のように予想できる。 

・ プロジェクト協力期間終了後も、タイ周辺 4カ国におけるエイズ対策分野での人材育成

に対するニーズが高いと予想されることから、RCC の活動が継続されればプロジェクト

目標の達成が上位目標達成に貢献する可能性は高いと考えられる。 

・ 本プロジェクトでは、周辺 4カ国にフォーカルポイントを設置し、各国の関係者との情

報交換を積極的に行い、またニーズにあわせて複数国向けの研修や国別研修を計画する

等により、各国のニーズにあった研修事業の提供を行う。これにより、研修により提供

される知識や技術が 4カ国で広く普及され、社会経済面で広いインパクトを生むと期待
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できる。 

・ 本プロジェクトの成果が、今後のタイから周辺 4カ国への支援に関する政策決定に影響

を及ぼすことが考えられる。また、本プロジェクトから得られる教訓は、タイ政府と

JICA を含む援助機関との連携による周辺国支援や南南協力の形成・実施にも生かされ

る。 

 

（５） 自立発展性 

以下の通り、本プロジェクトによる効果は、AIHD により協力期間終了後も継続されると見

込まれる。 

・ AIHD はこれまでの運営実績、設備、人材、情報技術などの面で事業終了後も RCC を継

続して運営する能力を備えているといえる。本プロジェクト協力期間終了後、RCC を

AIHD 内で同様に運営していくか、あるいは他の事業と融合させていくか等の組織・制

度的な位置づけについては終了時に決定されることになっているが、現時点で AIHD 側

の当事者意識は高い。また、本プロジェクト終了半年前には、プロジェクトスタッフ 1

人を RCC の専任職員として AIHD が雇用する予定であり、事業終了後に活動を維持する

手立てが講じられている。 

・ 本プロジェクトではタイで実施される複数国向けの研修にかかる費用をJICAとTICAと

で分担する。プロジェクト開始当初から TICA の財政負担のコミットメントを得ており、

協力期間終了後もタイが周辺国を支援する事業の一つとして支援が継続される可能性

が高い。 

・ タイ周辺 4カ国においては、国際機関によるエイズ対策分野での支援は急速に増加、多

様化しており、比較的活動資金が潤沢である。本プロジェクトでは RCC の自立発展性向

上のために、こうした援助機関からの研修受託を目指しており、援助機関とのネットワ

ークの強化や広報活動の推進が活動に盛り込まれている。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

各国のニーズにあった研修の提供により、RCC から提供された知識、技術が地域レベルで広く

普及することが期待されており、特にハイリスクグループの感染拡大減少と、社会的弱者にな

りがちな HIV 感染者とその家族のケアの向上に貢献すると考えられ、人間の安全保障の観点か

らも意義がある。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

過去案件の有無：有 

タイを拠点とした保健医療分野の広域案件例からは、教訓として、各国のニーズに基づいた

事業とすることの重要性、周辺国との人的・情報ネットワークの維持・強化のためのシステム

確立の必要性、ウェブサイトへのアクセスが限られているターゲットグループへの適切な情報

発信手段の選択の必要性、などが挙げられた。こうした教訓は AIHD の卒業生を活用した各国で

のフォーカルポイントの設置など、本プロジェクトの形成に生かされている。 

 

８．今後の評価計画 

・ 中間評価   2006 年 10 月頃 

・ 終了時評価  2007 年 10 月頃 

・ 事後評価   協力終了後 3年後を目処に実施予定 
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